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下「住登外者宛名番号管理機能」という。）による住登外者の情報の管理に関

する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）であって自らが保有するもの

を利用することができる。 
５　第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみ

なす。 
　第４条の次に次の２条を加える。 
　（特定個人情報の提供） 
第５条　法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供することがで

きる場合は、別表第３の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供

機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するため

に必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合

において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供

するときとする。 
２　前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、

規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む

書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみ

なす。 
（委任） 

第６条　この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 
　附則の次に次の別表を加える。 
別表第１（第４条関係） 

 
機関 事務

 １　町長 岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４

９年岬町条例第７号）による医療費の助成に関する事

務であって規則で定めるもの

 ２　町長 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和

５５年岬町条例第１５号）による医療費の助成に関す

る事務であって規則で定めるもの

 ３　町長 岬町子ども医療費の助成に関する条例（平成１２年岬

町条例第１７号）による医療費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの

 ４　町長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの



別表第２（第４条関係） 

 ５　教育委員会 岬町就学援助費支給要綱による就学援助費の支給に関

する事務であって規則で定めるもの

 ６　教育委員会 岬町特別支援教育就学奨励費給付要綱による特別支援

教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定

めるもの

 ７　教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの

 
機関 事務 特定個人情報

 １　町長 岬町重度障害者

の医療費の助成

に関する条例に

よる医療費の助

成に関する事務

であって規則で

定めるもの

⑴　地方税関係情報であって規則で

定めるもの 
⑵　住民票関係情報であって規則で

定めるもの 
⑶　生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 
⑷　医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 
⑸　障害者関係情報であって規則で

定めるもの 
⑹　児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）に関する情報であって

規則で定めるもの 
⑺　岬町ひとり親家庭の医療費の助

成に関する条例に関する情報であ

って規則で定めるもの 
⑻　岬町子ども医療費の助成に関す

る条例に関する情報であって規則

で定めるもの 
⑼　住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの

 ２　町長 岬町ひとり親家

庭の医療費の助

成に関する条例

による医療費の

助成に関する事

務であって規則

で定めるもの

⑴　地方税関係情報であって規則で

定めるもの 
⑵　住民票関係情報であって規則で

定めるもの 
⑶　生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 
⑷　医療保険給付関係情報であって



 規則で定めるもの 
⑸　児童福祉法に関する情報であっ

て規則で定めるもの 
⑹　岬町重度障害者の医療費の助成

に関する条例に関する情報であっ

て規則で定めるもの 
⑺　岬町子ども医療費の助成に関す

る条例に関する情報であって規則

で定めるもの 
⑻　住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの

 ３　町長 岬町子ども医療

費の助成に関す

る条例による医

療費の助成に関

する事務であっ

て規則で定める

もの

⑴　地方税関係情報であって規則で

定めるもの 
⑵　住民票関係情報であって規則で

定めるもの 
⑶　生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 
⑷　医療保険給付関係情報であって

規則で定めるもの 
⑸　児童福祉法に関する情報であっ

て規則で定めるもの 
⑹　岬町重度障害者の医療費の助成

に関する条例に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

⑺　岬町ひとり親家庭の医療費の助

成に関する条例に関する情報であ

って規則で定めるもの 
⑻　住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの

 ４　教育委員会 就学援助費の支

給に関する事務

であって規則で

定めるもの

⑴　地方税関係情報であって規則で

定めるもの 
⑵　住民票関係情報であって規則で

定めるもの 
⑶　生活保護関係情報であって規則

で定めるもの 
⑷　住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの

 ５　教育委員会 特別支援教育就

学奨励費の支給

に関する事務で

あって規則で定

めるもの



別表第３（第５条関係） 

　　　附　則 
　この条例は、公布の日から施行する。

 
情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報

 １　教育委員会 就学援助費の支

給に関する事務

であって規則で

定めるもの

町長 ⑴　地方税関係情報

であって規則で定

めるもの 
⑵　住民票関係情報

 ２　教育委員会 特別支援教育就

学奨励費の支給

に関する事務で

あって規則で定

めるもの

町長 であって規則で定

めるもの 
⑶　生活保護関係情

報であって規則で

定めるもの 
⑷　住登外者宛名情

報であって規則で

定めるもの


